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松代文化施設（真田宝物館ほか11施設）に関する 

サウンディング型市場調査 実施要領 
 

長野市（以下「本市」という。）では、松代藩真田家伝来の大名道具を中心とした歴史資料

５万点以上を収蔵・公開する「真田宝物館」のリニューアルにおける公民連携（ＰＰＰ）手法

導入の可能性、国指定史跡の真田邸や文武学校等の「文化施設」を個別又は一定程度にまとめ

た上（バンドリング）での民間事業者による利活用（スモールコンセッション）の実現性のほ

か、市場の動向、事業アイディア、運営の意向等を民間事業者に広くご意見をお聞きするサウ

ンディング型市場調査（以下「本調査」という。）を実施します。 

なお本調査は、本市から有限責任あずさ監査法人へ委託する「松代文化施設民間活力導入可

能性調査業務」の一環として実施するため、本調査に関する参加申込受付及び問い合わせ受付

などは同法人が担います。 

 

１ 調査の名称 

松代文化施設（真田宝物館ほか11施設）のサウンディング型市場調査 

 

２ 調査の趣旨等 

  調査の趣旨、真田宝物館・文化施設の概要、各施設の情報、想定される事業内容、 

今後のスケジュールについては、別添「インフォメーションパッケージ」をご覧ください。 

 

３ 調査の対話内容（予定） 

・ 関心のある事業について 

・ 事業計画について 

・ 事業スキームについて 

・ 地元との連携について 

・ その他 

 

４ 調査の参加資格 

調査に参加することができる民間事業者は、別添「インフォメーションパッケージ」で示す 

「想定される事業内容」に参画可能性のある法人又は法人のグループとし、個人での参加は 

できません。 

なお、次のいずれかに該当する場合は、対話の対象者として認めません。 

(1) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第８条第

２項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該

構成員を含む団体 
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(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が属

している団体 

(3) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」とい

う。）との関与が認められる等、暴力団又は暴力団員との間に、社会的に非難されるべき

関係を有する団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該構成員を含む団体 

 

５ 本調査のスケジュールと進め方 

(1) 本調査のスケジュール 

項目 日程 

① 事前説明会 

 事前説明会への参加申込締切 令和７年11月17日（月）午後５時まで（必須） 

 事前説明会の実施 令和７年11月19日（水）午後１時30分から 

② 対話 

 対話の参加申込締切 
令和７年11月26日（水）午後５時まで（必須） 

 調査項目への事前回答締切 

 対話の実施 
【現地】令和７年12月１日（月）、２日（火） 

【W E B】令和７年12月３日（水）、４日（木） 

③ 対話の実施結果概要の公表 令和８年１月下旬頃（予定） 

  ※ 対話の参加希望団体数によって、日程を前後する場合があります。 

 

(2) 本調査の進め方 

①  事前説明会（現地見学含む） 

本調査の主旨や施設の状況等を説明する「事前説明会」に参加を希望される団体は、期

日までに以下のとおりお申込みください。 

なお、事前説明会への参加は、「対話の参加」の条件ではありません。  

日  時 

令和７年11月19日（水）午後１時30分から（終了予定：午後３時） 

※ 同日程にて、現地とWEBの両方で開催いたします。 

※ 現地開催及びWEB開催の入室開始：午後１時20分から 

場  所 

松代公民館 ２階講義室２ （別添「現地説明会場案内図」参照） 

〒381-1231 長野県長野市松代町松代４−３ 

※ WEB参加の団体へは、前日までにMicrosoft teamsのURLを送付いたします。  

申込期日 令和７年11月17日（月）午後５時 必着 

申込先URL https://forms.office.com/e/9fccjLKdDF 



3 
 

留意事項 

・ 参加を希望される団体は、上記の Microsoft forms より参加申込みをしてください。 

・ １社あたり３名までの参加とさせていただきます。 

・ 事前説明会の内容は次のとおりです。 

調査の主旨等の説明：約30分 

現地見学：約 60分（※現地参加者のみ。事業説明終了後、そのまま実施予定） 

 

②  対話 

令和７年12月１日（月）から同年12月４日（木）までの間に、アイディア及びノウハウ 

の保護のため１対１での対話形式（非公開）によるヒアリング調査・意見交換を行います。

参加を希望される団体は、期日までに以下のとおりお申込み及び提出してください。 

<参加申込み>  

対 話 の 

参加申込 

申 込 期 日 令和７年11月26日（水）午後５時 必着 

申込先URL https://forms.office.com/e/3MaUf69exx 

調査項目
への事前
回答 

提 出 期 日 令和７年11月26日（水）午後５時 必着 

回答用URL https://forms.office.com/e/Q2MfJk3EZP 

留意事項 

・ 参加を希望される団体は、上記の申込先URL（Microsoft forms）より 

「参加申込」及び回答用URL（Microsoft forms）より「調査項目への事前

回答」をお願いします。 

・ 「調査項目への事前回答」については、全ての設問にお答えいただく 

必要はございません。ご回答可能な設問へのみ、ご回答ください。 

・ 対話は、１社あたり３名までの参加とさせていただきます。 

・ 参加申込みのあった団体から先着で日時を決定し、お知らせいたします。  

・ 参加の申込みが多数の場合、調査実施日や調査時間について調整させて

いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

<対話の実施>  

日    時 

【現地】令和７年12月１日（月）、２日（火） 

【W E B】令和７年12月３日（水）、４日（木） 

各事業者30～40分程度 

※参加申込状況等により日程が変更となる可能性があります。 

場    所 
【現地】寺町商家 〒381-1231 長野県長野市松代町松代1226-2 

【W E B】別途、Microsoft teamsのURLを送付いたします。 

実施方法 

・ 対話による調査は、１対１の個別形式にて非公開で行います。 

・ 事前に回答いただいた「調査項目への事前回答」に基づき、意見交換を

行うことを想定しています。 

・ 必要に応じて、対話実施後に追加対話（書面による確認を含む。）等を

実施させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。 
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③  調査結果の概要の公表 

・ 調査の実施結果については、概要を市ホームページ等で公表します。  

・ 参加事業者の名称及び企業ノウハウに係る内容は、公表しません。ただし、「長野 

市情報公開条例（平成13年９月25日長野市条例第30号）」その他関連法令の規定に基

づき、公開の対象となることがあります。 

 

６ 留意事項 

(1)  調査及び調査内容の取扱いについて 

・ 調査の参加実績は、事業者公募等に係る評価の対象となりません。 

・ 調査結果は、当該施設の活用を検討する以外の目的に使用しません。 

・ 調査内容は、今後の検討の参考とさせていただきます。但し、双方の発言とも、 

あくまでも調査時点での想定のものとし、何ら約束をするものではないことをご理解

ください。 

 

(2)  調査に関する費用の負担について 

調査参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

 

７ 添付資料 

・ インフォメーションパッケージ 

・ 現地説明会場（松代公民館）案内図 

 

８ 問い合わせ先 

  本調査について、ご不明な点等がありましたら、下記「質問受付フォーム」までお問い 

合わせください。 

 【参加申込先及び本調査に関する問合せ先】 

 有限責任あずさ監査法人 

    質問受付フォーム ： https://forms.office.com/e/1vxaSamJu3 

 

９ 長野市の担当部局 

【真田宝物館及び文化施設に関すること】 

長野市観光文化部文化財課 （長野市役所 第二庁舎４階） 

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 

電話：026-224-7013（直通） FAX：026-224-5104 

 

【公民連携・サウンディング型市場調査全般に関すること】 

長野市総務部公民連携推進局民間活力推進チーム（長野市役所 第二庁舎４階） 

電話：026-224-9718（直通） FAX：026-224-7964  

 


